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第１９回南幌町議会まちづくり特別委員会会議録 

（R6.11.28 9：30～10：50） 

 

局長  ただいまより第１９回南幌町議会まちづくり特別委員会を始めてまいりま

す。始まりに当たりまして、西股委員長から御挨拶をお願いいたします。 

西股委員長  皆さんおはようございます。先日はラッキーのプレオープンに皆さん

お集まりいただきまして、中を見たかと思いますけれども、結構次の日のオープンも

多くの町民の方が来店しておりまして、一時は入場制限するほど人も入っていたとい

うような状況でした。札幌のロピアとは少しかけ離れた数字とは思うんですけれど、

それでもかなり混んでいたというような内容になっております。今、コロナのほうが

若干流行ってきているというか、近くでもコロナに感染している方もおります。１２

月には定例会も控えておりますので、その辺で十分留意した中で過ごしていただけれ

ばというように思います。本日につきましては、マニフェストの関係、議会報告懇談

会を中心に皆さんと協議していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

それでは、本特別委員会につきましては、本日１日の日程で行います。委員各位に

申し上げます。発言を行う場合には挙手をして、委員長の許可を得てから発言をして

ください。質問は要点を簡潔明瞭に発言してください。また、私語は慎むようお願い

いたします。なお、効率的な議事の運営に努めてまいりますので、委員各位におきま

しても御協力をお願いいたします。傍聴の方にお願いいたします。私語や談笑を慎み、

本委員会の運営に支障を来さぬよう傍聴規則を遵守し傍聴されますようお願いいた

します。 

本日の出席人員につきましては１０名です。なお、議長も出席していただいており

ます。直ちに会議を開会いたします。 

 

【報告事項】 

西股委員長  それでは、まずは報告事項でございます。各委員会の報告というこ

とで総務常任委員会のほうからお願いいたします。 

熊木委員  総務常任委員会は、１１月１７日の午前に、緑町の地域防災を見学し

ました。その日は午後から予定が入っていたので、１時間ぐらいで切り上げまし

た。西町と同じように地域担当職員がいろいろ手配をしながらやっていて、３０人

くらいの出席だったと思いますけれども、若いお母さんとかお父さんとか、子ども

連れの方も何組かいらして、子どもがすごくてきぱきと動いて組み立てていて、す

ごく参考になりました。これからまた委員会の中で検討していきたいと思っていま

す。あともう一つは、前回報告した件で病院の院長との懇談と保健福祉課との懇談

と入れていたんですけれども、相手の都合がつかないのもあってそれは実現してい

ませんので、これから組んでいきたいと思います。以上です。 

西股委員長  続きまして、産業経済常任委員会お願いします。 

石川委員  産業経済常任委員会は、１１月１日に委員会を行いました。調査内容

としましては、空き家の現況について、移住体験住宅の利用状況について、はれっ
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ぱ２年目の利用状況についてなどを話したところであります。古民家の現況につき

ましては、町内では空き家という表現になっているんですけれども、全町で約１２

０戸の空き家があると。その中で市街地では５７戸、農村部では８７戸あるといっ

た報告を受けました。そして町内には特定空き家、要するに半壊状態の空き家は一

つもないという話も担当課から聞いてきたところであります。空き家というか、古

民家に関しましては、問い合わせはあるけども物件の紹介はしていないということ

で、１１月には東幌地区にピザ屋ができるということも一つの情報として聞いてい

るところでありました。あとは迷惑をかけるような業者などに転売することを防ぐ

ことができるのかということについては、今の法令上では防ぎようがないというお

話もありました。次に移住体験住宅の利用状況ですけれども、今年度９月末の段階

での利用状況は２３組７５名ということで、１８４日間稼働したという話でありま

した。今まで移住につながった件数としては、昨年２件あったという話を聞いてお

ります。それからもう一つは、はれっぱの２年目の利用状況ですけれども、これは

この間の報告会でもあったので重複しますが、本年度末までで３０万人を突破した

ということです。ただ、毎月３，０００人ほど昨年を下回る利用状況であるという

ことで、今年は１５万から１６万人と予想しているという話でした。それで、議会

としましても、イベントによりはれっぱにどれだけの効果があるかということ、ま

た、担当課と話し合う中で、来年度以降どのような形での取組が必要かということ

も話し合うべきではないかという話が出ていました。以上です。 

西股委員長  続きまして、議運のほうお願いします。 

佐藤委員  １１月の会議体は設けておりません。ただ、１２月１９日のしゃべり

場の件について、皆さんの御手元にある資料なんですが、このような人員配置をし

ております。１２月１９日の１０時から１２時は、キャップは熊木議員、ほかの議

員が高橋議員、加藤議員、家塚議員です。同じ日の１３時から１５時までは、キャ

ップが石川議員、あとは星議員、湯本議員、細川議員になっております。それで、

私は１０時から１５時まで通しで出席させていただきます。また、側瀬議長と西股

副議長はオブザーバーとして、その時間帯で参加していただくようになっておりま

す。参加される皆さんは、開始時間の３０分前に現地集合でお願いしたいと思いま

す。また、場所は前回と同じくあいくるで行う予定になっております。以上です。 

西股委員長  続きまして、広報委員会お願いします。 

細川委員  １１月１４日に１１回目の広報特別委員会を開催しまして、議会報告

懇談会の最終的な開催の確認を行っております。また、南幌町議会に関する町民ア

ンケートについて、状況の報告と再度お願いするような形を話しております。それ

から議会報告懇談会の２月の開催についてということで、開催日の案と開催内容を

協議しております。なお、次回の広報特別委員会は１２月１２日の定例会終了後と

いうことで、午後から予定しております。内容は議会報告懇談会の開催の関係とな

っております。以上です。 

西股委員長  各委員会から報告がありましたが、質問等ありますか。（なしの声） 

なければ一部事務組合のほうに移りますけれども、一部事務組合で１１月に会議

があったところはありましたか。 
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家塚議員  長幌上水道企業団の関係で、先般１１月２２日に第５回臨時会を開催

しております。案件は２件ということで、まず１件は長幌上水道企業団の副企業長

の選任です。慣例として、今まで両町の副町長が選任ということで同意をしており

ます。それと、令和６年度の水道事業会計補正予算（第２号）ですが、原案どおり

可決しております。以上です。 

側瀬議長  道央廃棄の議会を昨日栗山町で行って、令和５年度の一般会計の決算

の話が出て、総額で約５５億と。そして差引残高が４３５万ということで、一番懸

念していた部分で、焼却炉で生まれたものを電気に変えているんだけど、その部分

が当初６，０００万くらいだったものが９月現在で７，４００万ということで、大

体１カ月１，２００万くらいだから、１年を通していくと約８，６００万になると

いうことで、２，４００から２，５００万と。それも可燃物によってまた変わる状

態なんだけど、いい方向で出ているということです。そしてあとは最後の終末処理

場というか、残渣について、南幌には今南空知の部分は来ているんだけども、将来

的にほかの部分も令和７年に大体の候補を見つけて、令和８年に決定すると。そし

て令和１６年から場所の工事を始めて使えるようにするという形の中で、これから

１０年後ということですが、どこに行くというのは決まっていないので、その跡利

用についても、前の段階でその場所がそのまま公園とかそんな形ではなく使える形

になるのかどうかというのも検証してくれという話をしてあるので。まあ、埋めた

跡地がまたいろんな形でしっかり使われるような形で、今までだったらパーク場だ

とかそんな形にしかならないんだけども、駐車場までだったらいいんじゃないのか

と。そうなると、意外と市街地より市内のほうがいいのかと。だけど市内でやると

相当またいろんなことが起きるから、そんな話にはなっていかないんだけど、いろ

いろ文献調査等を全部進めた中で示されると思うので、南幌町には多分来ないであ

ろうと思うんだけど、まだ半分南幌町に予定地が残っているので。皆さん方も知っ

ているように。まだ工事はやっていないで半分予定地としてあるから、十分そこも

予定地になろうかなという気はするんだけど、工事費として相当かかるということ

で、そんなことにもならないのかなと思ってはいます。そんなことで、にわかに皆

さん方にお知らせをしておきます。 

西股委員長  そのほかにございますか。 

細川議員  南空知公衆衛生組合の関係で報告いたします。１１月２６日に第４回

定例会が開催されまして、この時に一般質問１件、それから専決処分の承認が４件

で、うち３件は条例の一部改正、それと令和５年度補正予算の承認になっておりま

す。それから令和５年度の一般会計歳入歳出決算認定もありました。それで令和６

年度の一般会計補正予算ということで、南幌町に関係するのは清掃費の分賦金とい

うことで、８４４万円の追加があったわけなんですけれども、南幌町は２７７万

５，０００円の追加ということで承認されております。それから、南空知公衆衛生

組合の監査委員の選任ということで、南幌町の白倉代監が選任されております。な

お、この議会定例会終了後に議員懇談会を行いまして、組合議会から質問状という

ことで、組合長のほうに質問をしております。その中で、１点が去年視察調査があ

って南幌の最終処分場を見た時に、あと１０年ですから今年でいえば９年で満杯に
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なるという結果が出ているということで、それに対して今後どうするんだとか、計

画はないのかという質問を出しております。それで、今議長が話したような回答で

返ってきております。それからもう１点が、道央廃棄物処理場ができて、燃えるご

みの関係で今後ごみの分別に変更はあるのかどうかという確認をしております。そ

れともう１点が、馬追清掃センターの中にあるコンポストの作業の所なんですけれ

ども、ごみやほこりがすごくて職員の健康上よくないのではないかということで、

改善を考えているのかという質問をしております。いずれにしても回答は返ってき

たんですけれども、まだ不十分な点がありますので再度またつけ加えて質問をして

いきたいというように考えております。以上です。 

西股委員長  ほかに一部事務組合でありますか。（なしの声） 

なければ、４番目の協議事項に移らせていただきます。 

 

【協議事項】 

（１）議会マニフェスト制定に向けた経過報告 

西股委員長  それでは協議事項の１番目、議会マニフェスト制定に向けた経過報

告ということで、家塚委員のほうから説明をお願いいたします。 

家塚委員  第５回のマニフェスト小会議を去る１１月１９日に開催し、１０月３

１日開催のまち特での意見を協議し、整理させていただいたものが本日御手元にお

配りしたものです。前回までは、議会の見える化、それとここには出ていません

が、住民との対話、情報発信の拡充、それと身近な議会活動の４項目の重点項目、

具体的取組を整理させていただいたのですが、前回のまち特の中でいろんな御意見

をいただいて、最終的に改革項目をこの身近な議会活動と住民対話をあわせた形で

３点に絞らせていただきました。 

それぞれ簡単に説明をさせていただくのですが、議会の見える化の重点項目でご

ざいます。各委員会の活動の透明化、それと少し文言を整理させていただいていま

すが、会議に係る審議と結果に至る経過の見える化ということで、今ホームページ

には予算決算と、このまちづくりの特別委員会の議事録がアップされています。そ

こで各常任委員会の公開もそうですが、議事録の公開もしてはどうかということで

検討してございます。 

続いて身近な議会活動について、ここが前回もいろいろ御意見をいただいたので

すが、議会報告懇談会の開催内容の充実ということで、先般行いましたが、これら

の充実を図りたいと。それと懇談会開催の工夫ということで、これは５人以上の地

域団体から要望があれば出向いて懇談をするということですが、この辺の工夫をし

ていきたいと。それと主権者教育の推進ということで、前回も少し議長のほうから

お話があって、なかなか時間がかかるんだということがありまして、小会議の中で

もいろいろ議論をしました。それで、実際に今小学校、中学校の公民などの教科の

中でどういうところまで教わっているかということが肝心だろうと。それで、今の

教育長が現場上がりの教育長なので、できれば来月１２月に時間をいただいて、懇

談をしていきたいなというように思っています。ただ、これは当然時間がかかるの

かなと思っています。まず、出前講座は以前南幌高校を対象にやった経過もあるよ
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うに聞いていますので、出前講座であれば、小学校、中学校に議員が出向いてお話

をさせていただくということはできるのかなと思います。行政のほうもこういう同

じ出前講座をやっていますが、それとは別に議会版ということで今考えておりま

す。それと、議会の評価提言者からのお話もあわせて活用させていただこうという

ように思っています。 

それと最後の情報発信の拡充ですが、議会のホームページの改定ということで、

この辺も以前からみると大分改定はされてよくはなってきているのですが、もう少

し工夫できないかなということです。ただ、あくまで町のホームページの中に議会

の関係が入っていますので、大きく改定をするということになれば、町の改定時に

あわせてということで、時期がずれるとかその辺はこれからの協議次第かと思って

いますが、そんなことで考えています。それと、町民にわかりやすい情報発信の取

組ということで、一番は今、議会だよりが町民に対する発信のものなのかなと思っ

ています。前回広報細川委員長のほうからも、議会だよりの充実で、読ませるから

見せるというのはどういうことでしょうかという御意見もお伺いしたので、その辺

も含めてまた広報のほうで検討していただければというように思っています。それ

と最後にＹｏｕＴｕｂｅのあり方ということで、議会のＹｏｕＴｕｂｅは今議会が

終わった段階でアップされています。それとあとは議員の一般質問がそれぞれアッ

プされていますが、この辺も今こういう形を取っているのですが、ほかの自治体を

みると、そういう録画システムが入っていて、ある程度きちんと議事録と合った形

でアップしているという所もありますので、今後これらはどういうやり方がいいの

か、皆さんから御意見を聞きたいと思っております。 

以上が今までの小会議の検討内容ですが、まだここをどうしたらいいのかという

部分もあるだろうと思いますので、できればまた来月に小会議を設けて検討させて

いただきたいと思っています。今日御意見を出していただいて、また日にちを定め

て御意見も受け付けますので、出していただければと思っております。雑駁な説明

で申し訳ないですが、以上で説明を終わらせていただきます。 

西股委員長  家塚委員のほうから説明があったのですが、大きく言うと改革項目

を４点から３点にまとめさせていただいたと。この辺についてはいかがでしょう

か。特になければ３点でこのまま走っていきたいなと思います。今、重点項目です

とか具体的な取組の内容もあわせて説明がありましたが、この中でどうなのかとい

う部分について、何か質問等があれば承りたいと思います。 

湯本委員  予算の関係に関わることなんですが、やはり議会だよりについてうち

は町内会なんかでいろいろ聞いたりする機会があるんですけど、この前もそういう

話をしたら、あんなもの誰が見るかと言われたんですね。今時カラーでもないもの

を配って、何が議会広報だと言われましたので、やはり基本的には今の白黒をカラ

ーにしていくということがまず第一なのかなというように思っています。 

西股委員長  来年また予算要望はしていくのかなというように思うんですけれど

も、そのほかで何かありますか。まあ、ホームページの改定ということで説明があ

ったのですが、ここをどのように改定していくのかということについては、皆さん

からの御提案をいただきたいなと思っております。それと主権者教育の部分です
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が、小・中学生を対象にしてということで、出前講座と子ども議会の開催とあるの

ですが、これについては今の流れでいくと、出前講座みたいな形であれば、授業に

当てはめるので時間を置かないで早くできるのではないだろうかと。ただ、それに

合わせて議会のほうでどのような資料をつくっていくのかというのも、あわせて検

討していかなければならない問題になるのかなと思っています。それで、子ども議

会を開催するというのは非常に難しいというような感じにはなるかと思います。や

はり時間がかかる内容になろうかと思っております。出前講座をやるとすれば、小

学校の高学年が対象になるのかなと。子ども議会のほうの開催については中学校が

対象になりそうです。イメージ的にはそのような感じになろうかなと思いますが、

それを踏まえた中で皆さんの御意見を聞きたいと思います。議長、議会だよりのカ

ラー化は今年も予算として要望していくような感じになるのでしょうか。 

側瀬議長  今のところまだ考えてはいないんだけど、カラーにしなかったら見な

いとか、そういう話ではないと自分は思っているんだけど。まず、カラーにするん

だったら表紙から変えていかなければならないし、議会の表紙を見ても、やはり個

人をアップするというものではなくて、もう少し様子というか、この間のものを見

ても逆に言ったらなかなか見ないんじゃないのかなと。相当工夫していかなければ

ならないかなと思っているので。まあ、要望はして、受け付けてくれるかどうかと

いうのがあるけど、そのためにはやはり中身を充実しないと町に何だという話だ

し、そして町と重複するような話にはなかなかなっていかないのかなと自分は思っ

ているので。 

あと、ホームページの中で各委員会の今月の予定と、先月までに何をやったかと

いうのは入れていくほうがいいのかなと思っています。 

それと主権者教育で、出前講座はいいんだけど、もう今から言っておかなければ

来年のスケジュールには全く間に合わないから、それから始めていかないと。それ

から小学校は６年生対象でいいと思うんだけど、中学生でいえば、もう中学２年生

の段階でやっておかなければ、もうなかなかその体制が無理だろうと思うので。あ

とは学年でやるしかないなと思うよ。もう小学校は６年生、中学校は２年生という

形で限定して、毎年やっていくことがいいのかなと思うので。前回も議長会のほう

でうちが当番で、局長がその辺をよく調べていると思うけど、ほかの町のものを見

ていくと、子ども議会というのはやはり町主体で、その段取りは議会がやるという

形で、そこまでいくにはどうなのかなと。あとは出前講座のマニュアルについては

ほかの議会でやっている部分があるから、今の議会はどのような成り立ちでとか、

もう憲法を教えるようなものだから。その関係はいろんな参考になるものがあるか

ら、あまり深く捉えなくても最初の段階は十分できるんじゃないのかなと。資料も

調べたらあるから、すぐできると思うので。それをどれだけ簡略化して、言葉で説

明する、絵で見せるという感じで、身近な議会にするということが一番大事なこと

だから、これはやろうと思っているので。ただ、早くやっていかないと学校のスケ

ジュールがあるので、もう今から教育委員会に主体的にこういうことを議会でやり

たいって話をしないと。学校に言ってもなかなか無理だから。まず、これが永年的

に続けば黙っていてもスケジュールに入ってしまうから、もう今からやらないと、
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１２月では少し遅いのかなと。もうスケジュール的にも相当決まっているみたいだ

から。その中にぽんと入れるとしたら、学年別でいって一番無理のないところとい

ったらその学年しかないのかなと。６年生も忙しいとなったらもう５年生とか。そ

して小さな子にどうこうという話にはならないと思うので。 

西股委員長  考えているのは、やはり学校のカリキュラムというのも年間を通じ

てもうほぼ決まっていると思うので、その中に新しい事業をどうやって取り組ませ

るのかということをやらなければならないんだけども、その時期というのがちょう

どこれからか、冬休みの間かでいろいろ入れていく可能性はあるので、それであれ

ばやはり今のうちにある程度のところを固めておいて、１２月には教育委員会と話

し合いをするというところで、やはりすぐ持っていけるくらいまでの話を煮詰めて

やるというような感じのほうがいいかなと思うんですよね。 

家塚委員  今、行政のほうで税金の関係で、小学校高学年と中学校の高学年に租

税教育というものをやっているんですね。それで、１時間４５分とか取ってもらっ

て、もう３０年近くなるかと思いますが、それはもう定着しているので、必ず毎年

やると。それで子どもたちに作文を書いてもらったりするのですが、それに対して

空知総合振興局のほうで、管内から出てきた作文を評価して、記念品を送ると。町

のほうは税金に対してのクイズを出して、正解した子どもにはクリアファイルだと

かを差し上げるということで、結構好評なんですね。ですから定着するまでは時間

がかかるのかもしれませんが、一度そういうことでやると、子どもたちも家に帰っ

て親に話をしてということになるので、そういう教育は必要なのかなと。それで先

般事務局からいただいたのですが、岩見沢市議会でもこういうことをやって道新に

出ていましたが、まずは取っかかりとしては出前講座をやって、ステップアップで

子ども議会かなという感じはするんです。最初から議会というとなかなかハードル

も高いので、順序を踏んでいくのがベターかなというふうに個人的には感じていま

す。それとあわせて、小会議の中でもお話しさせていただいたのですが、議長が出

席した全国議長会の全国大会で、国に要望を出している部分の中に主権者教育の推

進ということを出しています。それで、多分議長が会議に行った資料は控室にある

ので、その中でいろいろ議会に関するものの要望が出ていますから参考までに皆さ

ん見ていただければいいかなということでお話しをさせていただきました。 

佐藤委員  主権者教育ということで、議会の中で出前講座という形はすごくいい

ことだなとは思います。ただ、やはり先ほどもおっしゃったんですけれども、小学

校高学年、中学校の総合教育の中で、主権者教育がカリキュラムの中に組み込まれ

ているというのも聞いたことがあるんですよね。それで先ほど議長もおっしゃった

ように、できるだけ早く教育委員会と打ち合わせをして、住み分けというか、どう

いう内容でやっているのかというのを聞いた上で進まれたほうがいいのかなという

のは思います。 

側瀬議長  実際に学校で取り入れてもうやっている部分は、地方の議会とか北海

道とかもみんなやっているんだけど。だからうちらはまず本当に身近なおじさん、

おばさんが行って、議会議員はこうですという形だけでもいいので。あとは教科書

の中にあるから、それで十分だと思うんだよね。ただ５０分もかけて物事を子ども
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たちにやっていいのかというのはあるし。 

西股委員長  基本的にどういうことを伝えるかというものは、議会のほうでつく

らなければならない部分があるんだけども、それをやはり教育委員会等とも詰め

て、どうでしょうかという話をしていかなければならないということなんです。 

側瀬議長  多分時間がかかると思うし、そして子どもたちから意見を聞いて、子

どもたちの言ったことを誰かが一般質問したり、それを伝えたら子どもたちもぐっ

と町側になるわけだから。そこまでいきたいなと思うんだけど、いきなり皆さん方

言ってくださいと言って、あそこの公園を整備してくれとかいろんな意見が出るだ

ろうかと。そういうのも含めてこれがやはり身近な機会だと思うんだけど、それば

かりでもないから、その辺というのは最後までしていくのがいいのかなと思ってい

るんだけど。まずきっかけづくりから始めなかったら、なかなか難しいのかなと。 

熊木委員  出前講座とかその辺は賛成です。先ほど家塚委員のほうで教育長と懇

談という話があったんですけれども、それも早くやったらいいのかなと思うのと、

道新に出た岩見沢市議会の取組を私も読んで、身近な所でそういう形でやっている

ので、それを参考にやれる方向を探っていったらいいのかなと思います。 

西股委員長  ほかに意見はございませんか。 

先ほど議長のほうで言われたホームページの改定、その中では各委員会の予定だ

とか、そこらも見えるような形にしたらどうかという案もあるわけですが、そうい

うのも予算的にどうなのかということも確認しながら進めていくと。それと、議会

だよりをカラーにするという部分では、読ませるから見せる広報というところで、

カラーにするから見せるという話ではなくて、内容をどうするかということが一番

のネックになってくるのかなというように思いますので、この辺も十分協議してい

きたいとは思っております。それで今回特に力を入れていきたいのはやはり出前講

座で、これは小中学生を対象にした出前講座のほうが実現可能性が高いと。子ども

議会まで持っていくとしたらやはり何年も時間がかかる可能性もあるということも

ありますので、この辺も踏まえた中で教育委員会と協議しながら、どうすれば早く

できるのかということを進めていきたいというようには思っております。それと最

後にＹｏｕＴｕｂｅのあり方の中で、公開する部分が議事録とマッチした中で出す

という話をしていたのですが、そういう公開の仕方でよろしいかどうか。生中継は

別ですけれども、会議中継は生ですよね。ただ、一般質問のところは、すぐＱＲコ

ードから見られるようになっているので、その部分というのは議事録と並行した中

の編集したものを見られるというようにしたらどうなんですかということを言った

のですが、この辺は皆さん御理解いただいたでしょうか。 

側瀬議長  今ＹｏｕＴｕｂｅにはどのくらいでアップしているんですか。 

議事係長  １週間以内です。 

側瀬議長  だけどなかなか難しいでしょう。そうなると遅くなるし。 

西股委員長  若干遅くなりますね。 

側瀬議長  まあ、約１名を除いて問題ないからいいんじゃないですか。 

西股委員長  では、このマニフェストの関係については、今言ったようにこの改

革項目を３項目に絞った中で進めていくということで、さらにまた肉厚にしていき
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たいなというように思っておりますが、よろしいでしょうか。（はいの声） 

では、以上でこの件については終わらせていただきます。 

 

（２）議会報告懇談会について 

西股委員長  それでは２点目の議会報告懇談会についてということで、御手元に

ある資料に基づいて広報委員会のほうから説明をお願いいたします。 

細川委員  それでは広報委員会から、令和６年度の議会報告懇談会開催状況とい

うことで御報告いたします。１１月１７日のあいくる開催分なんですけれども、参

加者は８名で、うち１名が町外ということで、町外の方につきましては長沼町議会

議員の藪田議員が、長沼町の開催の参考にしたいということで見学に来ておられま

した。続いて意見と質問の内容なんですけれども、おおむねの件数は１７件という

ことで、現在細かい内容は整理中なんですけれども、主な内容ということで、１番

目が南幌温泉キャンプ場の利用者について、２番目が働く場所の関係について、３

番目がＪＲバス西幌経由廃止について、４番目があいるーとについて、５番目がス

クールバスについて、６番目が移住体験について、７番目がはれっぱについて、８

番目が町立病院に関することについて、９番目が建築助成の関係について、１０番

目がアンケート投函箱についてで、これは意見ですね。それから１１番目にスポー

ツ少年団の練習場所についてということで、おおむねこのような内容が出ておりま

す。内容については現在整理しておりますので、次回のまち特では発表できると思

います。続いて、１１月１７日の夕張太ふれあい館開催分ということで、参加者３

２名、意見、質問はおおむね２１件ということで、内容は現在整理しております。

主な内容としまして、１番目が夕張太西団地の造成について、２番目が建築助成に

ついて、３番目がビューローの貸出しについて、４番があいくるふれあいの湯につ

いて、５番目がデジタル化について、６番目が道央圏連絡道路について、７番目が

温泉の無料入浴券に関することについて、８番目が夕張太ふれあい館修繕につい

て、９番目として大規模災害マニュアルについての質問がありました。以上のこと

を、１２月１２日に最終的なものを出していただく方向で今調整していまして、そ

れが整い次第２月号の議会だより、それから１２月のまち特のほうにも載せる前の

確認ということで出したいと考えております。 

続いて議会報告懇談会に係るアンケートの結果ということで、４０名のうち１７

名から回答があったということになっております。結果、内容は別紙のとおりです

が、数字上は１６名の回答になっているような形になっております。それで今回は

男性９名、女性７名ということで、年齢のほうも４０代の方が１人ということで若

い方がすごく少なくて、ほぼ６０代、７０代の方だったということになっておりま

す。それから職業ですけれども、こちらは会社員から無職の方、その他の方という

のもあるんですけれども、このようにばらばらな状態で今回回答をいただいており

ます。それから４番目の、あなたは議会報告懇談会へ参加したことがありますかと

いうことで、毎回参加しているという方が２名、数回という方が９名、初めての参

加という方が５名いたということで、初めての方がいたことはよかったなという感

想を持っております。裏面にいきまして、問５の参加しての感想はということで、
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大変よかったという方が３名、まあまあよかったという方が２名、普通という方が

３名ということで、少しだけよかったほうの意見が多かったのかなというような感

想を持っております。あまりよくなかったか４名、よくなかったが１人、その他１

名で、この方は考えさせられることが多々ありますということで、何か不満を含め

たようなことを書いておられました。問６の、開催日や開催時間についてどうかと

いうことで、希望なんですけれども、日曜日が良いという人が１番多かった結果で

す。その他の意見では、土日祝日なら出席してくれる人が平日より多いのではとい

うことと、夕飯時は避けてほしいという意見が１件、いつでもよいが１件、それか

ら行けるときは行きたい、都合がつけばということで、前向きな意見もいただいて

おりました。開催時間なんですけれども、平均的に午後２時頃がよいと。夕方であ

れば６時頃がよいというような話が出ております。問７の議会報告懇談会の開催に

ついて御意見等がありましたらということで、この中では議会報告懇談会で出た意

見について、議会がどのように対応したのか報告があってしかるべきと考えますと

いうことで、厳しい意見もいただいております。次に、住民の意見を生かしてほし

い、質疑への回答毎にスムーズに行きづらい感があった、町民側の気持ちに答えづ

らいのかなと感じたと。また別に、農村地区の会を計画してほしいという要望も出

ております。それから議員さん、住民の意見を町に届けてくださいということで、

宅地の着手の関係で１件、それから会場のほうなんですけれども、当日マイクが必

要だと思いますということで、今回何件か言われたんですけれどもお年寄りも多く

て聞きにくいのでマイクを用意してほしいというお話がありました。そのようなこ

とが挙げられております。詳細につきましては後ほど見ていただきたいと思いま

す。 

それから、次回の議会報告懇談会の開催案ということで、先日の議会広報特別委

員会で検討したんですけれども、来年２月１６日の日曜日、午後２時からというこ

とで、会場はあいくるで、１１月開催と同じ要領で検討してはどうかということで

お話をしております。ということになりますと、あいくるで開催して、１０人以上

であれば２班に分けるという考え方になっております。周知の方法なんですけれど

も、近くになってからのビラ配りと無線の放送では遅過ぎるという意見もいただい

ていますので、２月号の議会だよりに載せまして、それにプラスしてビラ配りと無

線放送ということでいきたいというように検討しております。以上です。 

西股委員長  全体を通して説明があったわけですが、御質問等ありますか。ま

ず、あいくるで開催した部分の関係ではいかがだったでしょうか。ここに大体の内

容は出ているのですが、この中で、アンケートの投函箱については議会への質問だ

ったのかなと思います。ですからこの辺のところは次回に向けて検討していっても

らいたいというか、今ちょっとできないような状況になっているので、それを受け

てということで。あとは町のほうに出す案件だと思います。 

側瀬議長  あと、キャンプ場の利用者数はいらないんじゃない。町が主催してい

るものではないから。 

細川委員  一応あったということだけ書いているので。 

側瀬議長  あとはどちらにしても、議長名で各課に行くようなスタイルで、総務
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と産経でまとめてください。 

細川委員  前にも御説明したんですけれども、あくまでも議長名で町長宛てに出

すということで、町長から各課のほうに回してもらうような、まあ総務課を通して

という形になるんですけれども。回答を求めるわけではないので、こういう意見等

がありましたということで伝達いたしますので、執務の参考にしてくださいくらい

しか書けないと思います。 

側瀬議長  町長宛てというのはないんじゃないかと思うけど。 

西股委員長  こんな意見がありましたということで回答を求めなければならない

部分も出てくるだろうし。 

側瀬議長  総務課に出して、町長と副町長も目を通しておいてくれでいいんじゃ

ない。 

細川委員  町と話した時に、議会で聞いた質問については正確な質問かどうかが

確認できないので回答はお断りしますということで、町のほうからは言われている

んですね。だから伝達で来るものは受けますということで、執務の参考にはさせて

もらうと。 

側瀬議長  それなら仕事をやらないと言っているのと同じだけど。だから議長名

で出すと言っているんだからね。体良く断っているようにしか聞こえないけど。 

熊木委員  今の質問が定かでないというのは、町民がそこで質問したりしたこと

に対してそういうふうに町が思ったことは、町民に対してはすごく失礼な話だと思

うんですよね。議会報告懇談会を何のためにやっているかというと、私たちは町民

の意見をたくさん聞いて、それを何か反映させながらいいほうに変えていこうと思

ってやっているので、そういうふうに町から言われたということをそのまま今言っ

たというのは、細川議員自体もそういうふうに思っているということですか。ちょ

っと逆にお聞きしたいんですけど。 

細川委員  今の定かでないという件なんですけれども、要するに町が直接聞いて

いないので、細かいことが分からない中での大まかな質問になってしまうので、そ

れに対しての回答はできないという言い方なんですね。だからもしその関係で直接

話が聞けているのなら本当の趣旨がわかるので、それについては回答できるんだけ

ども、又聞きになってしまうのでそれに対しての回答はちょっと難しいという話で

す。 

西股委員長  皆さん、今のことはどう思いますか。 

湯本議員  それを言ったら、ましてや議長名で責任を持って出してということで

しょう。それをそういうふうにいうと言うことは、受け取らないと言っているのと

同じだと思うので、それは許されないかなというように思います。 

西股委員長  ほかの方はどう思いますか。 

佐藤委員  私は町長に出すというのが不思議だなというか、それはちょっとおか

しいかなと思います。やはり町民は素直ないろんな意見を出したわけですから、そ

れはまあ重たいですけれども、住民の意見なわけですから。直接総務課に出して、

総務課のほうで判断して、こういう内容が来たようですよということを町長とかに

お話しすればいいだけであって、その意見の内容を私たちが聞いて、それに応じて
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一般質問だとか議会の中で問題提起して議論したものを町に出していけばいいわけ

で、私は町長まで出すというのは不思議だなという思いです。 

側瀬議長  各課に出して、自分たちで判断できないものは町長と相談すればいい

だけの話だから。問題は、ほかの町は首長自らが行って懇談会をやっているわけ

で、その点が少し足りないから議会が肩代わりみたいになっているようなものだか

らね。その辺をやはり町も考えてもらわなければならないから、曖昧な答えでも何

でもいいので、そうしたら町民はそれで判断するわけだし、そうなると普通は曖昧

な答えなんてできないからね。それを議会に被せているからこういうふうになって

いるので。そうやって言ってきたら、細川委員ではなくて今度は自分が自ら行って

そういう答えでいいのかという話を言うので。本当はしたくないんだけど。 

熊木委員  今までも議会報告懇談会をして、その中で出された意見は振り分けて

各委員会で協議をして、担当課のほうにもこういう意見がありましたということで

伝えていますよね。そこである程度の回答というか、これはちょっと曖昧だから答

えにくいということもあったかと思うんですけれども、今までそういう形でやって

きて何の問題もなかったと思うんですよね。それから今議長言われたように、ほと

んどが議会に対するものというよりも町に対しての要望とか、こういうことがこう

なっていないけどどうなんだということが多いでしょう。それでも最近は２年に１

回くらい行政懇談会をやっているので少し良くなったけども、全くやっていない時

期は本当にガス抜きのように、議会の懇談会でそういう意見がたくさん出されまし

たよね。だからやはりそれを先ほど細川さんが聞いたということの言い方になれ

ば、やはり町が毎年なり細かく懇談会をやって、住民の声をどんどん聞くという形

に持っていってくれないと駄目だと思うんですよね。だから私は今までのように、

各委員会に振り分けてそれを担当課のほうに伝える。だからそれを議長名で出し

て、総務課にということで総務課長が全部仕切っているので、それを振ってという

形でいいと思います。 

細川委員  先ほど町長名で出すと言ったのは、総務課で受けたら町長が一度目を

通してもらってから各課に回るので、そのほうが早いと思うんですよね。回答をつ

くったところで、最終的に課長が町長に最終確認を取ってから多分回答すると思い

ますので、そういった流れからもやはり町長名で出したほうがいいのかなと私は思

いますけど。あとは総務課で扱おうがどうしようが、それは町のほうで考えていた

だければいいと。 

星委員  私も提出先は総務課でいいんじゃないかという考えなんですけど、早い

か遅いかという町の事情は、議会として考える必要はそこまでないのではないかな

と。ただ、住民からこういう意見が出たということを町には伝えていかなければい

けないと思いますし、それを早い遅いとか、とりあえず町の総務課にお伝えした後

は総務課のほうで、どういう流れで住民からの意見を汲んでいくのか、そこは向こ

う側の問題であって、そこまで議会は考えなくても、報告会で出た意見を町に伝え

るというのは、総務課に伝えるだけで私もいいと思うのですか。 

細川委員  誤解があるようなんですけど、町長宛てに出して町長に目を通しても

らってからということで、総務課に出したら町長の目に留まらない可能性もあるの



 １３ 

で、先に町長に目を通してもらってからいったほうがいいのかなということで、町

長名ということです。 

星委員  いや、町長にも目を通してくださいと伝えればそれでいいんじゃないか

と思います。 

佐藤委員  住民は議会報告懇談会との思いで参加して、議員に聞いてほしいとい

うことでいろんな意見を出したわけですね。町への要望もありましたけど、その要

望を議員がまず受け止めて、議員がそれを町のほうに訴えてほしいという思いで出

したので、この議会報告懇談会の内容を、何が何でも町長が議会側として聞いてほ

しいということはないと思うんですよね。それから、町からの返答も要らないと思

うんです。こういう内容がありましたということを町側に出して、それを町側が町

長に伝えるとか、それは町長側の判断で、こちら側の判断ではないと思います。 

西股委員長  今いろんな意見が出ているんですけれども、基本的なものは、今ま

でもそうですけれども、町のほうにはこういう意見があったんだよということで出

させていただいていますが、回答を得ているものはほとんどないような状況だった

と思うんです。ただ町民からの意見はこういうものがありましたよというものを議

会だよりにも載せているというのが現状です。それを今度は各委員会ではなくて議

長名で出しますよと。各委員会がまっすぐ持っていくのではなくて、議長名で出さ

れた意見をまとめて出しますよという話ですから、この流れについては別に問題な

いということでよろしいでしょうか。 

側瀬議長  あとは町が答えなかった何も答えをもらう必要はないんだから、ない

ならないでいいので。 

西股委員長  議会としては伝えてありますよということですので。今回の懇談会

の中でも、町にどのようにやっているんだという意見もあったわけですから、やは

りそういう面では、次の懇談会にはこういう形でやりましたという報告も出せるよ

うに進めていくことが必要ではないかなと思います。 

側瀬議長  ただ、その答えに対して答えるのではなくて、そういう答えをもらっ

て、こちらもやれる部分とやれない部分があるし。そして町でできないと言った

ら、今度は一般質問とか議会でこのことについて取り組むと出してやれば、それで

十分な答えだと思うんだよね。 

局長  一応毎回、理事者は議会報告懇談会をやったら気にしてはいるんですよ

ね。今回は町長が上京していたのでありませんでしたけど、大体町長はどうだった

か聞きに来たりとか、副町長もどんな話があったかを聞きに来ているので、町がそ

ういうふうに気にしているという部分があるので、議長名でそういう前に提言とし

てまとめて、町側に渡すというという意見も議長が言っていましたので、そういう

形で渡すというのはいいと思うんですよね。それから、町側の行懇の状況なんです

が、隔年で今やっているんですよね。それで、何で隔年になったかというのは、一

応毎年という考えもあったんですけれども、区長会議の時に、各区長に地域担当か

らはどうですかと。行懇を去年やったんですけれどもどうでしょうかと言った時

に、ほとんどの区長さん、町内会長さんから毎年じゃなくていいんじゃないかとい

う話があって、何か大きなことがあった時にはやってもらいたいけれども、同じよ
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うな内容だったら毎年やらなくてもいいんじゃないのかという意見があったんで

す。ただ、やってほしいという所もあったので、隔年で今やっている状況です。あ

とは町長とお話ができるふれあいタウンミーティングとか、そういうものだったり

もあるので、もし何か町民の側でこれについて町長と懇談をしたいということであ

れば、まちづくり課が担当になると思うんですけども、そこに申し込んでお話をす

ることもできるという機会もあるんですね。そういうところから、今町側の行懇は

隔年でとりあえずやっているという形になっています。 

西股委員  ということで、懇談会の関係についてはこのような形でよろしいでし

ょうか。（はいの声） 

それでは次の、次回の議会報告懇談会の開催案ということで、２月１６日、午後

２時からあいくるで開催するということなのですが、この日程等についてはいかが

でしょうか。 

側瀬議長  １週間遅らせたほうがいいと思うけど。まだ町の予算も見えてこない

時期だし。ある程度答えるといったらやはり骨格が見えていないと。毎回それでや

っているはずなのに１６日になる時点でよくわからないんだけど。 

西股委員長  今、１週間遅らせて予算案だとかがある程度示された段階でやられ

たほうがいいんじゃないかという話ですが。 

側瀬議長  それか３月の頭でもいいけど、それだとまた一般質問がみんな大変だ

ろうから。 

（暫時休憩） 

 

西股委員長  では、２月２４日の午後２時からということで、よろしいでしょう

か。（はいの声） 

周知は議会だよりに載せるのと、ビラ配りもやるということです。 

細川委員  今の２月２４日で決定ということで、次回の広報特別委員会で詳細を

決めて、１２月のまち特で公表したいと思いますのでよろしくお願いします。 

西股委員長  それでは２番目については終わらせていただいてよろしいですか。 

熊木議員  先ほど議会報告懇談会のことはもう終わってしまったんですけれど

も、傍聴した方から意見が寄せられたのでそれを１点だけ言っておきます。横並び

なので議員のやっている姿は全く見えないのですが、向かい合って傍聴している方

が、議員の中でスマホをずっといじっている人がいると。それで、何かで調べるこ

とで必要なんだったら一言言って、今これで調べていますと言うくらいの配慮があ

ってもいいんじゃないかという意見が２人から寄せられました。だからまた次回も

懇談会を開くので、そういうことがないように議員としては注意しておくべきでは

ないかと思うので、一言お伝えしておきます。 

側瀬議長  今度はもうそういう電子機器は持ち込まないようにすればいいだけの

話だから。調べる時には調べるからと言って出せばいいので。 

佐藤委員  先ほどの議会マニフェストのことなんですけど、一番最後に議会とし

ての課題というのがあるのですが、このことに関しては、まち特ではなくてマニフ

ェスト小会議の方たちで今後協議されるという考えでよろしいのでしょうか。 
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西股委員長  盛り込んでいるものもあるし、いろいろ協議の中ではやっています

ので。 

家塚委員  この課題はもう前から皆さんとも協議している部分もありますし、た

だ、今マニフェストだけを考えると下はいらないのですが、やはり課題も一緒に検

討する必要があるのかなということで、小会議の中ではこの課題部分はやりません

が、まち特の中でまたいろんな情報も入ってきますから、書いておかないとどうし

ても忘れてしまうという部分があるので入れさせていただいているだけなので、そ

ういう捉え方をしていただければと思います。 

西股委員長  マニフェスト自体は公約みたいものなんだから、実現させるために

何を取り組んでいくかということの指針になるところを今抽出してやっていると。

その中の課題というのはこの中にあるので、この部分も少し頭に入れながら進めて

いるんだということだと思います。 

側瀬議長  ただマニフェストをつくっただけではなくて、きちんと検証もしてい

かなければならないから。そして１年経ったら変えていくものは変えていくし、増

やした部分については増やしたりして、下の部分の枝葉はそれぞれ委員会でもどこ

でもつくって、この部分について頑張っていこうとか、それが町民に見える化で言

えるような形をつくってくれれば、ただ飾りでマニフェストをつくっているわけで

はないので。 

西股委員長  では続きまして、その他のほうに移ってよろしいですか。（はいの

声） 

 

（３）その他 

西股委員長  それでは、その他のほうで事務局からお願いします。 

議事係長  事務局から何点かございまして、まず今お配りした新年交礼会につい

て、１月１０日、金曜日の１６時からということで、改善センターで予定されてお

ります。出欠に関しては議会事務局のほうから口頭で報告していただきたいという

ことで総務課からきていますので、１２月１６日までに事務局へ出欠の御連絡をお

願いします。 

もう１点、本日全員協の資料でまだ配っていなかったものを封筒に入れて机に置

いておきましたので、そちらのほうも改めて御確認をお願いしたいと思います。 

局長  今の全員協の資料の関係ですけれども、ちょっと町長の上京が入ってしま

って打ち合わせがなかなかできなくて配布が遅れたという経緯がありますので、そ

の辺は御了承いただきたいと思います。 

それから１２月定例会後の懇親会ですが、１２月は総務課仕切りで、課長補佐も

入るので結構な人数になるのですが、ことぶきやで調整をしているということで、

開けてくれるような話みたいなんですね。ことぶきやで課長補佐まで入れてやる方

向で今調整しているということですので、一応情報提供させていただきます。 

西股委員長  次に議長のほうからお願いします。 

側瀬議長  議会の勉強会を３月に調整しています。日にちはまだこれからだけ

ど、３月の中過ぎになると思うので。講師の笠松さんという人は今札幌の財政局長
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なんですが、総務省から来ているので。はじめは中尾さんと思ったけど、中尾さん

もしばらく遠ざかっているものだから、うちの流れで今回できないということで紹

介してもらって、笠松さんになったということです。笠松さんは北海道の議長会で

も講演をしていて、そして総務省から来ているわけだけど、その日当は払わなくて

も、旅費と必要経費だけ払わないといけないので。それだけの人に来てもらうの

で、議会だけで聞くのではなくて、職員も含め、そしてあとは一般町民も含め、評

価提言者の皆さんにも来てもらって、まず財政の勉強プラス、いろいろな面でやっ

ておられるので。その辺の調整は事務局を通してやるので、皆さん方にはまた協力

をお願いをしたいなと。せっかく来てくれるんだからほかの町もという話にもなる

んだけど、あとはもし泊まってもらえれば温泉に泊まってもらって、議員はそのあ

とに温泉で深堀りをしたいなという考えも持っているので。 

それと、認められている政務活動費が全く執行されていない面があって、このま

まいくと予算的にどうだというのが出てくるので、図書の部分でしっかりとこの機

会に整えたいなと思います。もし皆さん方がほしい図書があれば、３月ぎりぎりで

やるといろいろ問題があるので、もっと早めに言ってください。あとは視察に行く

場合については、また別に考えてもらって結構だと思っているので。図書について

は事務局に言って、必要のないものは買えないんだけど、そういうものを含めて図

書の充実を図っていきたいなと思っています。 

それと、来年度以降の視察で、道内圏というのは最終年度と自分は考えているの

で。そして今回道外、多良木に行っていない５名の方は来年に行ってもらうので。

道内研修がないということで、その辺も政務活動費を使って各自で道内調査に行け

るので。その代わり職員はついていけないということですが、もし計画があれば今

度また新たに総務、産経で分かれるわけだから、その中でしっかりと研修も可能だ

と思うので。よそに行くばかりではなくても、道内で結構いい所もあるし、あとは

はれっぱについてもだんだん減ってくるのは当たり前なので、ほかの所でいろいろ

とつくっている所がたくさんあるし。見に来た所はもう既につくっている所がたく

さんあるし、その流れでやはり相当引っ張られている部分もあるので、どういう活

用をしているかとか、そういうものを見るのも一つの手かなと思っています。それ

をしろと言っているわけではないんだけど、そういうこともあるので、皆さん方も

いろんな研修をして深めていただきたいと。そして政務活動費を有効利用していた

だきたいし、そしてまず自分を高めていただきたいと思うので、よろしくお願いい

たします。今からでも政務調査費でどこかに行きたいというものがあれば、委員長

を通して各委員会でまた言ってくれれば、また全員で行ける可能性もあるので。そ

の代わり事務局は一緒に行けないので、あくまでも自分たちで日程調整から全部し

ていただきたいなと思います。 

西股委員長  今の件について質問等ありませんか。（なしの声） 

なければ、皆さんのほうから何かあれば。（なしの声） 

では、ただいまをもってまちづくり特別委員会を閉会いたします 

お疲れさまでした。 
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（午前１０時５０分 終了） 


